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電源を利用する機材の持ち込みは、事前にお申し出ください。 
室内のコンセントを利用する場合は、各部屋の電源系統数・電気容量をご確認の上ご利用ください。 
また、共有部のコンセントは独占できませんので、ご利用の際はご相談ください。 
なお、各部屋のコンセント系統数以上の電源が必要な場合は、仮設電源工事が必要となります。 
仮設電源工事は、本施設への申請と電気工事士の有資格者による工事が必要になります。 
 
※延長コード等はお持込みをお願いいたします。（センターでは貸出しを行っておりません） 
 

【各室電源仕様】 

 

 

 

また、施設内のコンセント利用に際して、漏電ブレーカー(ELB)の設置が必要な場合がございます。 
下記、設置必要機器を持ち込みの際は、必ず漏電ブレーカー(ELB)を設置してください。 
感度電流は 30ｍA以下の漏電ブレーカー(ELB)でお願いいたします。 
 
○ 漏電ブレーカー（ELB）を設置する必要がある機器例 
・冷蔵庫、冷凍庫、ショーケース  ・ウォーターサーバー  ・コーヒーメーカー 
・電気ポット、電気温水器  ・電子レンジ・オーブントースター  ・IHクッキングヒーター 
・自動販売機 ・その他、電動機械器具等 ・その他、水を使用する、水気のある場所に設置する機器等 
 
 
※漏電ブレーカー(ELB)とは 
漏電ブレーカー(ELB)は、電気配線や電気機器からの漏電電流を検出して、一定以上の電流が流れると回路を
遮断し、感電災害や電気火災を防止するものです。 
家電量販店で漏電保護タップ・漏電ブレーカータップ等の商品名で販売しております。 
 


